
令和 7 年度  第 6 回 

理 事 会              
                日時 令和 7 年 10 月 2 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 5 階 大会議室  
 

会 長 挨 拶      

 
 
 
 
   協 議 事 項         
 １ 第 78 回創立記念表彰式被表彰者名簿（案）について 

  桃木常任理事 

     日時：令和 7 年 11 月 13 日（木）15:00～  
場所：埼玉県県民健康センター  2 階  大ホール  

 

 
 ２ 会長・副会長・常任理事・理事協議事項について  
 
 
 
 
   報 告 事 項         
 １ 郡市医師会別医師会員数（10 月 1 日現在）ならびに会員異動（9 月

分）について 

  桃木常任理事 

 

 
２ 医療事故調査制度の相談事案（8 月分）について  

  松本常任理事                    
    ※件数 2 件  

 



３ 医療事故紛争解決事例（8 月分）について  
  松本常任理事                    
  今城理事  
    ※件数 3 件  

 
 
 ４ 令和 7 年度女性医師懇談会の結果について  
  松山常任理事  
  竹並理事  
     日時：令和 7 年 9 月 6 日（土）17:00～  

場所：ロイヤルパインズホテル浦和  3F プラチナルーム  
 
 
 ５ 子育て相談（令和 7 年 9 月分）の報告について  
  長又常任理事  
  風間理事  
    ※件数 2 件  

 
 
 ６  令和 7 年度関東甲信越医師会連合会医師会共同利用施設分科会

（WEB）の結果について  
  登坂常任理事                         
  田原理事  
     日時：令和 7 年 9 月 27 日（土）14:00～  

場所：WEB 開催（配信：神奈川県総合医療会館）  
 
 
 ７ クレーム対応費用保険について  
  髙木常任理事                         
 
 
 ８ 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について  
 
 



   そ の 他         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載）  

１ 令和 7 年度臓器移植普及推進月間及び臓器移植推進国民大会の実施に

ついて（7 枚）  
  登坂常任理事                        日医  
 
２ 電波環境協議会による「医用テレメータの電波管理実践ガイド」（令

和 7 年 6 月）について（59 枚）  
  登坂常任理事                    県保健医療部  
 



 
 

（案） 
 

第７８回 

埼 玉 県 医 師 会 創 立 記 念 表 彰 式                  

被 表 彰 者 名 簿         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和７年１１月１３日（木）午後３時 

場 所  埼玉県県民健康センター ２階 大ホール 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 埼玉県医師会
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第７８回埼玉県医師会創立記念表彰式被表彰者名簿 

（ 敬 称 略 ）        

１．満２０年以上本会に在籍し、満７７歳に達した会員   

（昭和 23 年 4 月 1日から昭和 24 年 3月 31 日までに出生した者） 

医師会名  氏   名  

浦 和  
水 谷  元 雄  

浦 和  
髙 木  修  

浦 和  
里 村  立 志  

浦 和  
藤 田  享 介  

浦 和  
野 田  正 子  

浦 和  
名 嘉 眞  正 弘  

浦 和  
牧 野  隆 光  

浦 和  石 田  有 世  
川 口 市  

伊 達  治 行  
川 口 市  

上 野  一 朗  
川 口 市  

永 井  健 一  
川 口 市  

辻  忠 男  
川 口 市  

菅 原  紀 光  
川 口 市  

糸 魚 川  幸 伸  
大 宮  

神 戸  成 美  
大 宮  

森 本  隆 夫  
大 宮  

須 田  健 夫  
大 宮  

谷 口  明  
大 宮  

宇 治  元  
大 宮  

木 野  秀 郷  
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医師会名  氏   名  

大 宮  猪 原  則 行  
川 越 市  

岸 野  洋  
川 越 市  

門 田  裕 子  
川 越 市  

山 本  英 昭  
熊 谷 市  

木 村  純  
熊 谷 市  

野 上  敬 子  
熊 谷 市  

萎 沢  利 行  
行 田 市  小 林  永 治  
所 沢 市  

渡 部  秀 人  
所 沢 市  

長 浦  博  
所 沢 市  

鵜 飼  茂  
所 沢 市  

平 澤  秀 人  
蕨 戸 田 市  

齋 藤  裕  
蕨 戸 田 市  

榛 沢  進  
蕨 戸 田 市  

原 田  容 治  
北 足 立 郡 市  

渡 辺  正 敏  
北 足 立 郡 市  

平 山  哲 三  
上 尾 市  

井 上  富 夫  
上 尾 市  

佐 藤  順 恒  
朝 霞 地 区  

八 木  茂  
朝 霞 地 区  

宇 野  静 恵  
朝 霞 地 区  

岡 﨑  滋 樹  
草 加 八 潮  

金 子  幸 二  
草 加 八 潮  

栫 井  雄 一 郎  
さいたま市与野  

松 崎  正 明  
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医師会名  氏   名  

飯 能 地 区 
 

比 留 間  環  
東 入 間 

 
中 川  勝  

東 入 間 
 

井 上  惠 一 郎  
東 入 間 

 
山 田  明  

東 入 間 
 

新 井  秀 世  
坂 戸 鶴 ヶ 島 

 
石 井  俊 昭  

坂 戸 鶴 ヶ 島 
 

神 野  雄 次  
坂 戸 鶴 ヶ 島 

 
千 田  宣 克  

坂 戸 鶴 ヶ 島 
 

池 田  秀 造  
比 企 

 
須 田  清 美  

比 企 
 

児 玉  順 一  
比 企 

 
森 本  義 博  

比 企 
 

眞 田  竹 生  
秩 父 郡 市 

 
根 岸  元 二  

本 庄 市 児 玉 郡 
 

謝 敷  佳 伸  
本 庄 市 児 玉 郡 

 
高 橋  公 男  

深 谷 寄 居 
 

緒 方  伸 男  
深 谷 寄 居 

 
平 林  久 美  

深 谷 寄 居 
 

松 村  啓 子  
深 谷 寄 居 

 
白 倉  広 久  

深 谷 寄 居 
 

白 倉  隆 吉  
深 谷 寄 居 

 
福 島  悦 雄  

深 谷 寄 居 
 

小 松  伸 一  
深 谷 寄 居 

 
黒 屋  信 隆  

北 埼 玉 
 

鈴 木 公 明  
北 埼 玉 

 
中 田  惠 久 子  
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南 埼 玉 郡 市 
 

野 原  秋 男  
南 埼 玉 郡 市 

 
佐 々 木  喜 一  

南 埼 玉 郡 市 
 

髙 田  勇 則  
南 埼 玉 郡 市 

 
岸 田  敏 博  

南 埼 玉 郡 市 
 

中 島  哲 夫  
南 埼 玉 郡 市 

 
青 木  博 美  

南 埼 玉 郡 市 
 

太 田  由 芽 子  
越 谷 市 

 
井 上  健  

越 谷 市 
 

坂 口  新  
春 日 部 市 

 
髙 柳  寛  

春 日 部 市 
 

五 百 木  勉  
春 日 部 市 

 
神 田  誠  

岩 槻 
 

林  承 弘  
北 葛 北 部 

 
入 江  一 雄  

埼 玉 医 科 大 学 
 

田 村  正 徳  
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２．本会役員を４年以上務め、その職を退任した者 

医師会名  氏   名  

  該 当 な し  

 

３．本会代議員会議長・副議長を４年以上務め、その職を退任した者 

医師会名  氏   名  

  該 当 な し  

 

４．郡市医師会長を４年以上務め、その職を退任した者 

医師会名  氏   名  

飯 能 地 区  増 島  宏 徳  

 

５．日本医師会代議員を６年以上務め、その職を退任した者 

医師会名  氏   名  

  該 当 な し  

 

６．本会代議員を８年以上務め、その職を退任した者 

医師会名  氏   名  

  該 当 な し  

 

７．各分科会長を８年以上務め、その職を退任した者 

医師会名  氏   名  

  該 当 な し  
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８．郡市会長の推薦による功労顕著な者  

医師会名  氏   名  

浦 和  権 田  隆 明  
川 口 市  佐 藤  倫 也  
川 口 市  稲 村  充 則  
川 口 市  鋤 柄  勝 弘  
大 宮  武 石  容 子  
大 宮  中 山  桂 司  
大 宮  許   重 治  
熊 谷 市  柴 﨑  貴 久  
熊 谷 市  小 澤  留 理 子  
行 田 市  坂 詰  恭 子  
所 沢 市  荻 野  和 律  
所 沢 市  柑 本  晴 夫  
所 沢 市  北  秀 幸  
所 沢 市  矢 倉  道 泰  
蕨 戸 田 市   川  昭 仁  
北 足 立 郡 市  山 川  泰 利  
北 足 立 郡 市  長 井  仁 志  
北 足 立 郡 市  針 谷  淑 人  
北 足 立 郡 市  南 野  勉  
上 尾 市  廖  英 和  
上 尾 市  伊 波  眞 理 江  
上 尾 市  徳 永  英 吉  
朝 霞 地 区  田 島  正 記  
朝 霞 地 区  浅 野  寛 治  
朝 霞 地 区  福 島  正 隆  

8/28



7 
 

 
医師会名  氏   名  

草 加 八 潮  宮 倉  幹 夫  
草 加 八 潮  鈴 木  美 博  
さいたま市与野  渡 邊  一 夫  
入 間 地 区  上 床  典 康  
入 間 地 区  平 井  茂 夫  
入 間 地 区  松 代  有 司  
飯 能 地 区  佐 野  正 明  
飯 能 地 区  木 川  好 章  
飯 能 地 区  横 谷  智  
東 入 間  小 木 曽  正 勝  
東 入 間  関 谷  治 久  
東 入 間  竹 下  得 三  
坂 戸 鶴 ヶ 島  島  朋 子  
坂 戸 鶴 ヶ 島  善 浪  弘 善  
比 企  河 野  貴 文  
秩 父 郡 市  横 田  幸 弘  
本 庄 市 児 玉 郡  髙 橋  茂 雄  
深 谷 寄 居  福 島  悦 雄  
北 埼 玉  福 島  佐 代 子  
南 埼 玉 郡 市  黒 巣  恵 美  
越 谷 市  松 田  繁 三  
岩 槻 医 師 会  丸 山  正 統  
北 葛 北 部  久 我  英 世  
吉 川 松 伏  土 屋  時 彦  
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９．国からの受章（賞）者 

医師会名  氏   名  表 彰 名 受章日 

深 谷 寄 居  福 島  悦 雄  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 

R7 . 4 . 2 9 

      

      

大 宮  大 野  佑 司  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 
R 7 . 2 . 1 

比 企  中 川  正 明  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 

R 7 . 3 . 1 

行 田 市  野 口  英 昭  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 

R 7 . 4 . 1 

蕨 戸 田 市  飯 田  昌 義  旭 日 双 光 章 
（保健衛生功労） 

R 7 . 5 . 1 

秩 父 郡 市  新 井  政 幸  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 

R 7 . 8 . 1 

坂 戸 鶴 ヶ 島  川 野  昇  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 

R7 . 1 0 . 1 

      

      

北 足 立 郡 市 故 豊 田  晶 雄  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 

R6.11.29 

越 谷 市 故 瀬 戸  睿  瑞 宝 小 綬 章 

（保健衛生功労） 

R6 . 1 2 . 5 

入 間 地 区 故 小 林  良 樹  旭 日 双 光 章 

（保健衛生功労） 

R 7 . 8 . 2 

      

      

深 谷 寄 居  正 田  政 一 郎  藍 綬 褒 章 
（保健衛生功績） 

R 7 . 4 . 2 9 
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医 師 会 名  氏    名  表  彰  名 受 章 日 

川 口 市  佐 藤  豊 明  瑞 宝 双 光 章 
（学校保健功労） 

R 7 . 2 . 1 

川 越 市  井 上  誠 一 郎  瑞 宝 双 光 章 
（学校保健功労） 

R 7 . 2 . 1 

川 口 市  清 水  順 治  瑞 宝 双 光 章 

（学校保健功労） 
R 7 . 3 . 1 

朝 霞 地 区  増 田  喜 信  瑞 宝 双 光 章 
（学校保健功労） 

R 7 . 8 . 1 

春 日 部 市  三 國  明  瑞 宝 双 光 章 
（学校保健功労） 

R 7 . 9 . 1 

東 入 間  鈴 木  光 雄  瑞 宝 双 光 章 
（学校保健功労） 

R 7 . 1 0 . 1 

      

      

本庄市児玉郡  故 中 神  誠 一  瑞 宝 単 光 章 
（学校保健功労） 

R 7 . 4 . 2 0 

草 加 八 潮 故 岡 本  將 器  瑞 宝 双 光 章 
（学校保健功労） 

R 7 . 6 . 1 0 
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医 師 会 名  氏   名 
 

表  彰  名 受 賞 日 

大 宮  守 谷   俊  総 務 大 臣 表 彰 
（救 急 功 労） 

R7.9.9  

坂 戸 鶴 ヶ 島  廣 瀬 康 二  文部科学大臣表彰

（学校保健功労） 

R6.11.7  

春 日 部 市  三 國  明  厚生労働大臣表彰

（救急医療功労） 
R7.9.9 

      

入 間 地 区  寺 師  良 樹  厚生労働大臣表彰

（公衆衛生事業功労） 
R7.2.25 

狭 山 市  一般社団法人 

狭 山 市 医 師 会 
 厚生労働大臣表彰 

（公衆衛生事業功労） 

R7.2.25 

      

朝 霞 地 区  西 川  享  厚生労働大臣表彰

（国保事業功績） 
R7.10.27 

比 企  内 田  博 之  厚生労働大臣表彰

（国保事業功績） 
R7.10.27 

      

      

さいたま市与野  門 山  周 文  厚生労働大臣表彰 

（支払基金関係功） 

R6.11.5 

北 埼 玉  宮 本  正  厚生労働大臣表彰 

（支払基金関係功） 

R6.11.5 

三 郷 市  森 野  一 英  厚生労働大臣表彰 

（支払基金関係功） 

R6.11.5 

      

      

大 宮  窪 内  洋 一  厚生労働大臣表彰 

（支払基金関係功） 

R7.10.29 

      

      

北 埼 玉  福 島  正 道  厚生労働大臣表彰 

（社会福祉功労） 

R6.11.19 
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入 間 地 区  佐 藤  秀 和  厚生労働大臣表彰 

（社会福祉功労） 

R6.11.19 

      

入 間 地 区  寺 師  良 樹  厚生労働大臣表彰 

（安全衛生功績） 

R7.7.1 

草 加 八 潮  佐 藤  達 也  健やか親子２１内閣

府特命担当大臣表彰 

R6.11.21 

      

      

北 埼 玉  平 野  進  関東管区警察局長表彰
（警察嘱託医・協力医功労） 

R7.7.24 

      

      

川 口 市  岡 崎 俊 哉  埼玉労働局長表彰 

（安全衛生功績） 

R7.10.8 
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１０．県からの受賞者 

医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

大 宮 
 

三 谷  雅 人  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

熊 谷 市 
 

西 山  秀 木  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

朝 霞 地 区 
 

勝 又  大 助  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

東 入 間 
 

日 鼻  靖  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

坂 戸 鶴 ヶ 島 
 

川 口  茂  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

秩 父 郡 市 
 

横 田  幸 弘  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

深 谷 寄 居 
 

内 田  理  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

越 谷 市 
 

大 越  恭 二  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

春 日 部 市 
 

遠 藤  賢  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

北 葛 北 部 
 

飯 嶋  淳 滋  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 

吉 川 松 伏 
 

平 井  真 実  
埼玉県知事表彰 

（保健衛生功労） 

R6.11.14 
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医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

大 宮 
 

中 村  明 夫  
埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

所 沢 市 
 

吉 野  肇  
埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

比 企 
 

鋤 柄  稔  
埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

深 谷 寄 居 
 

石 川  文 彦  
埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

岩 槻 
 

嶋 田  一 也  
埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

 
 
川 口 市  か わ ぐ ち 

心 臓 呼 吸 器 病 院  
埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

川 口 市  八代耳鼻咽喉科医院  
 

埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

大 宮  医療法人社団協友会 
彩 の 国 東 大 宮 
メディカルセンター 

 
埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

蕨 戸 田 市  医療法人社団東光会 
戸田中央総合病院  

埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 

朝 霞 市  医療法人社団武蔵野

会 TMG あさか医療セ

ンター 
 

埼玉県知事表彰 

（救急医療功労） 

R 7 . 9 . 2 
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医師会名  団体名  表 彰 名 受賞日 

三 郷 市  一般社団法人 

三 郷 市 医 師 会  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

      

医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

浦 和 
 

志 村  浩  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

浦 和 
 

星 野  徹  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

川 口 市 
 

小 俣  香  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

大 宮 
 

林  正 敏  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

大 宮 
 

甲 斐  敏 弘  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

川 越 市 
 

山 田  幸 永  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

熊 谷 市 
 

柴 﨑  貴 久  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

熊 谷 市 
 

小 澤  留 理 子  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

行 田 市 
 

石 井  義 則  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

所 沢 市 
 

伊 藤  哲  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

所 沢 市 
 

齋 藤  拓 郎  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

蕨 戸 田 市 
 

飯 田  努  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

蕨 戸 田 市 
 

大 島  祥 男  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

北 足 立 郡 市 
 

清 水  浩  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

北 足 立 郡 市 
 

稲 木  勝 英  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

上 尾 市 
 

松 本  千 織  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 
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医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

朝 霞 地 区 
 

三 浦  志 朗  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

朝 霞 地 区 
 

村 中  秀 人  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

草 加 八 潮 
 

江 口  武 夫  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

草 加 八 潮 
 

土 屋  史 郎  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

さいたま市与野 
 

雨 宮  守 正  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

入 間 地 区 
 

茂 木  陽  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

飯 能 地 区 
 

奥 田  憲 之  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

東 入 間 
 

立 麻  典 子  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

坂 戸 鶴 ヶ 島 
 

圡 屋  長 二  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

狭 山 市 
 

伊 東  潤 二  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

比 企 
 

渡 辺  浩 二  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

比 企 
 

横 山  広 行  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

秩 父 郡 市 
 

淺 海  秀 一 郎  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

本庄市児玉郡 
 

岡 村  明 彦  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

深 谷 寄 居 
 

髙 田  雅 史  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

北 埼 玉 
 

出 井  進 也  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

南 埼 玉 郡 市 
 

北 村  秀 和  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 
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医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

越 谷 市 
 

秋 山  美 智 子  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

越 谷 市 
 

桃 木  俊 郎  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

春 日 部 市 
 

安 達  進  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

岩 槻 
 

七 条  敏 明  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

北 葛 北 部 
 

石 塚  一 郎  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

吉 川 松 伏 
 

岡 村  長 門  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

三 郷 市 
 

髙 橋  公 一  
埼玉県知事表彰 

（公衆衛生功労） 

R7.10.24 

 
医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

川 口 市 
 

佐 藤  健 志  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

熊 谷 市 
 

今 野  慎  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

上 尾 市 
 

上 平  晶 一  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

朝 霞 地 区 
 

鎌 田  昌 和  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

東 入 間 
 

石 川  亮  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

東 入 間 
 

中 島  市 郎  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

東 入 間 
 

岸  昌 哉  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

坂 戸 鶴 ヶ 島 
 

吉 松  栄 彦  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

比 企 
 

野 﨑  達 夫  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

比 企 
 

横 山  広 行  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 
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深 谷 寄 居 
 

新 井  家 光  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

深 谷 寄 居 
 

山 下  純 男  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

北 埼 玉 
 

武 正  寿 明  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

南 埼 玉 郡 市 
 

新 井  克 典  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

春 日 部 市 
 

遠 藤  賢  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

北 葛 北 部 
 

後 藤  裕 一  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

吉 川 松 伏 
 

宮 里  良 乃  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

埼玉医科大学 
 

山 元  敏 正  
埼 玉 県 知 事 表 彰 

（国保事業功績） 

R7.10.24 

 

医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

川 口 市 

蕨 戸 田 市 

 

髙 橋  太 郎  

埼玉県知事表彰 

（精神保健福祉

事 業 功 労 ） 

R 7 . 6 . 7 

所 沢 市 
 

石 井  正 宏  

埼玉県知事表彰 

（精神保健福祉

事 業 功 労 ） 

R 7 . 6 . 7 

 

医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

川 口 市 
 

目 時  隆  
埼玉県教育長表彰 

（ 教 育 功 労 ） 

R6.11.8 

北 足 立 郡 市 
 

若 山  徹  
埼玉県教育長表彰 

（ 教 育 功 労 ） 

R6.11.8 

草 加 八 潮 
 

虎 渓  邦 孝  
埼玉県教育長表彰 

（ 教 育 功 労 ） 

R6.11.8 

本庄市児玉郡 
 

服 部  浩 一  
埼玉県教育長表彰 

（ 教 育 功 労 ） 

R6.11.8 

岩 槻 
 

安 井  由 美 子  
埼玉県教育長表彰 

（ 教 育 功 労 ） 

R6.11.8 

三 郷 市 
 

舘 脇  正 泰  
埼玉県教育長表彰 

（ 教 育 功 労 ） 

R6.11.8 
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蕨 戸 田 市 
 

齋 藤  裕  
埼玉県警察本部長表彰  

（協力医累積功労） 

R7.7.17 

朝 霞 地 区 
 

勝 海  東 一 郎  
埼玉県警察本部長表彰  

（協力医累積功労） 

R7.7.17 

岩 槻 
 

牛 山  敏  
埼玉県警察本部長表彰  

（協力医累積功労） 

R7.7.17 

 

川 口 市 
 

長 江  康  
埼玉県警察本部長表彰  

（嘱託医累積功労） 

R7.9.11 

大 宮 
 

川 原  一 仍  
埼玉県警察本部長表彰  

（嘱託医累積功労） 

R7.9.11 

大 宮 
 

蓮 見  直 彦  
埼玉県警察本部長表彰  

（嘱託医累積功労） 

R7.9.11 

所 沢 市 
 

西 脇  正 人  
埼玉県警察本部長表彰  

（嘱託医累積功労） 

R7.9.11 

飯 能 地 区 
 

小 川  晃 男  
埼玉県警察本部長表彰  

（嘱託医累積功労） 

R7.9.11 

比 企 
 

瀬 川  豊  
埼玉県警察本部長表彰  

（嘱託医累積功労） 

R7.9.11 

比 企 
 

榎 本  清 文  
埼玉県警察本部長表彰  

（嘱託医累積功労） 

R7.9.11 
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１１．団体等からの受賞者 

医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

越 谷 市  登 坂  薫  日本医師会最高優功賞 
（医師会事業に著しく貢献

した功労者） 

R7.11.1 

川 越 市  齊 藤  正 身  日 本 医 師 会 優 功 賞 
（日本医師会委員会委員歴 10年） 

R7.11.1 

さいたま市与野  丸 木  雄 一  日 本 医 師 会 優 功 賞 
（日本医師会代議員歴 10年） 

R7.11.1 

埼玉医科大学  田 村  正 徳  日 本 医 師 会 優 功 賞 
（日本医師会委員会委員歴 10年） 

R7.11.1 

      

浦 和 
 
田 辺  美 代 子  

 

日本医師会白寿会員 R7.11.1 

大 宮 
 
桜 井  定 夫  

 

日本医師会白寿会員 R7.11.1 

蕨 戸 田 市 
 
今 井  こ ま 子  

 

日本医師会白寿会員 R7.11.1 

秩 父 郡 市  
松 田  直 行  

 

日本医師会白寿会員 R7.11.1 

深 谷 寄 居 
 
吉 田  恒  

 

日本医師会白寿会員 

 

R7.11.1 

春 日 部 市 
 
浅 子  薫 衣  

 

日本医師会白寿会員 

 

R7.11.1 

      

      

浦 和 
 

橋 本  康 弘 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

浦 和 
 

田 代  巖 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

川 口 市 
 

吉 野  誠 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

川 口 市 
 

今 野  茂 子 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

大 宮 
 

小 澤  博 子 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

大 宮 
 

藤 井  陽 三 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 
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大 宮 
 

伊 藤  耕 三 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

所 沢 市 
 

番 場  秀 和 
 

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

所 沢 市 
 

原  朋 邦  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

蕨 戸 田 市 
 

加 藤  元 一  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

北 足 立 郡 市 
 

岡 田  素 行  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

北 足 立 郡 市 
 

松 本  陽 子  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

上 尾 市 
 

本 田  義 侑  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

上 尾 市 
 

江 原  一 也  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

上 尾 市 
 

小 崎  伊 佐 夫  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

朝 霞 地 区 
 

小 堀  鴎 一 郎  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

草 加 八 潮 
 

高 木  宏 子  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

草 加 八 潮 
 

何 川  騰 譲  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

さいたま市与野 
 

飯 塚  健 次 郎  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

東入間医師会 
 

水 島  昇  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

坂 戸 鶴 ヶ 島 
 

小 峯  征 彦  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

狭 山 市 
 

安 齋  雅 夫  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

深 谷 寄 居 
 

矢 部  昂  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

深 谷 寄 居 
 

田 部 井  晃  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

北 埼 玉 
 

小 林  允 子  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

22/28



21 
 

南 埼 玉 郡 市 
 

比 企  秀 男  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

岩 槻 医 師 会  末 次  哲 朗  

 

日本医師会米寿会員 R7.11.1 

 
医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

蕨 戸 田 市  荘  茂 
 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.1 .1 

朝 霞 地 区  清 水  隆 
 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.2 .1 

      

川 口 市  
沼 口  正 英  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.4 .1 

大 宮  
中 村  勉  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.4 .1 

朝 霞 地 区  
大 森  英 生  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.4 .1 

深 谷 寄 居  
水 越  哲 也  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.4 .1 

北 埼 玉  
池 澤  繁  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.4 .1 

岩 槻  
竹 並  和 之  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.4 .1 

      

大 宮  
松 本  吉 郎  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

川 越 市  
松 本  吉 郎  

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

所 沢 市  
岩 下  悦 郎  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

北 足 立 郡 市  
田 中  洋 一  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

東 入 間  
石 川  亮  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

東 入 間  
中 島  市 郎  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

東 入 間  
井 上  達 夫  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 
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比 企  
横 山  広 行  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

深 谷 寄 居 
 
山 下  純 男  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

越 谷 市 
 
小 西  啓 貴  

 

埼玉県国民健康保険 

団体連合会理事長表彰 

R7.7.30 

      

大 宮  
松 本  吉 郎  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

川 越 市  
松 本  吉 郎  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

所 沢 市  
岩 下  悦 郎  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

北 足 立 郡 市  
田 中  洋 一  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

東 入 間  
石 川  亮  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

東 入 間  
中 島  市 郎  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

東 入 間  
井 上  達 夫  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

比 企  
横 山  広 行  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

深 谷 寄 居  
山 下  純 男  

国民健康保険中央会表彰 R7.8.29 

 

 

 

１２．永年勤続職員 

県医師会職員  國 松 和 彦 
 

在 職 4 0 年  

県医師会職員  石 川 友 視 
 

在 職 2 0 年  

県医師会職員  中 谷 友 美 
 

在 職 2 0 年  
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※ 救急の日の受賞者一覧（令和 7年 9月 2日（火）受賞済み） 

医師会名  医療機関名  表 彰 名 受賞日 

川 口 市  医療法人社団康幸会 

かわぐち心臓呼吸器

病 院 
 

埼玉県医師会長表彰 
（救急医療功労医療機関） 

R7.9.2 

東 入 間  医 療 法 人 実 幸 会 

栗 原 医 院  
埼玉県医師会長表彰 
（救急医療功労医療機関） 

R7.9.2 

南 埼 玉 郡 市  医療法人社団愛友会 

蓮 田 一 心 会 病 院  
埼玉県医師会長表彰 
（救急医療功労医療機関） 

R7.9.2 

 

医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

浦 和  岩 﨑 良 二 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

大 宮  石 井 靖 宏 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

川 越 市  市 川   誠 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

熊 谷 市  木 村   純 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

行 田 市  堀 内   規 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

所 沢 市  森 﨑 善 久 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

蕨 戸 田 市  歌 田 貴 仁 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

北 足 立 郡 市  清 水   浩 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

上 尾 市  前 田 賢 司 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

朝 霞 地 区  海 江 田 亮 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

草 加 八 潮  山 崎 達 雄 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 
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医師会名  氏   名  表 彰 名 受賞日 

さいたま市与野  駒 橋 邦 睦 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

入 間 地 区  柴 﨑 淳 夫 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

飯 能 地 区  土  屋   崇 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

坂 戸 鶴 ヶ 島  西   美  紀 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

比 企  杉  山   聡 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

秩 父 郡 市  竹  越   至 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

本 庄 市 児 玉 郡  土 尾 泰 弘 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

深 谷 寄 居  秋 田 治 之 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

北 埼 玉  松 村 卓 哉 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

越 谷 市  徳 丸 隆 太 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

岩 槻  宮 澤 亮 義 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

北 葛 北 部  佐  藤   力 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

三 郷 市  青 木  成 夫 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

埼 玉 医 大  髙 平  修 二 
 

埼玉県医師会長表彰 

（ 救 急 医 療 功 労 ） 

R7.9.2 

 

  機関名  表 彰 名 受賞日 

  西入間広域消防組合消防本部 
 

埼玉県医師会長表彰 

（救急医療搬送業務功労機関） 

R7.9.2 
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令和７年度 埼玉県医師会医学奨励賞受賞者名簿 

 
 （敬称略） 

氏  名 所  属 主要テーマ 

渕上 博司・他 

埼玉県医師会

がん検診医会 

胃がん検診部

会 

埼玉県における胃がん検診の現状 

－アンケート調査からみた内視鏡検診への取り

組み－ 

（埼玉県医学会雑誌第 59 巻 2 号） 

室橋 郁生・他 西武入間病院 

療養病床における経口抗菌薬投与の効果の検討

（続報） 

（埼玉県医学会雑誌第 59 巻 1 号） 

27/28



26 
 

令和７年度 埼玉県医師会優秀論文賞受賞者名簿 

 
 （敬称略） 

氏名 所属 主要テーマ 

大竹 達也・他 川口市立医療センター 

当院で経験した新型コロナウイルス重症 

肺炎患者の臨床的予後の検討 

（埼玉県医学会雑誌第 59 巻 1 号） 

芝 大樹・他 
自治医科大学附属 

さいたま医療センター 

COVID-19 陽性母体から出生し当センター 

で管理した 51 例の感染状況 

（埼玉県医学会雑誌第 59 巻 2 号） 

浅井 彰久 
TMGサテライトクリ 

ニック朝霞台 

高齢者てんかん－Common disease として 

認識していただくために－ 

（埼玉県医学会雑誌第 59 巻 1 号） 

鴨 政充・他 国立病院機構埼玉病院 

小児虫垂炎に対する単孔式腹腔鏡下虫垂 

切除術のレジデント教育への有用性に関 

する考察 

（埼玉県医学会雑誌第 59 巻 1 号） 

川畑 建・他 

埼玉県立小児医療セ 

ンター総合周産期母 

子医療センター 

当科に入院した外国籍ハイリスク新生児 

の課題と対応 

（埼玉県医学会雑誌第 59 巻 1 号） 
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郡市医師会別医師会員数（令和７年１０月１日現在） 

            ならびに会員異動（９月分）について 

 
 
 

         （１）郡市医師会別医師会員数（別紙） 
 
 
         （２）令和７年９月１日～９月３０日までの、入会・退会･異動 

          にかかる報告。 （内訳は別紙） 
 
                今回報告数 ・・・・・・   ７１名 
                      入会 ・・・・・・   ３６名 
                      退会 ・・・・・・   ２５名（死亡 ４名） 
                      異動 ・・・・・・   １０名 
 
 
 
 
 

桃木常任



　　　　　　

郡　市　医　師　会 A1 A2B B A2C C 合　計

浦和医師会 324 125 166 13 33 661

川口市医師会 265 57 164 11 21 518

大宮医師会 294 99 221 13 74 701

川越市医師会 175 47 92 0 0 314

熊谷市医師会 116 28 87 0 12 243

行田市医師会 25 7 22 8 0 62

所沢市医師会 179 72 106 0 0 357

蕨戸田市医師会 115 23 54 10 0 202

北足立郡市医師会 145 44 92 0 9 290

上尾市医師会 88 13 57 0 1 159

朝霞地区医師会 195 45 103 19 10 372

草加八潮医師会 144 18 44 0 12 218

さいたま市与野医師会 69 38 47 28 2 184

入間地区医師会 75 20 41 1 0 137

飯能地区医師会 59 13 45 0 0 117

東入間医師会 127 43 41 0 0 211

坂戸鶴ヶ島医師会 90 28 23 0 0 141

狭山市医師会 58 18 55 0 10 141

比企医師会 113 25 60 1 0 199

秩父郡市医師会 71 26 13 0 0 110

本庄市児玉郡医師会 74 31 37 0 0 142

深谷寄居医師会 94 44 50 7 12 207

北埼玉医師会 73 24 18 7 19 141

南埼玉郡市医師会 138 54 62 0 20 274

越谷市医師会 148 108 229 97 11 593

春日部市医師会 102 42 98 0 12 254

岩槻医師会 51 17 49 0 0 117

北葛北部医師会 38 11 17 0 0 66

吉川松伏医師会 38 5 39 0 0 82

三郷市医師会 58 16 27 0 0 101

埼玉医科大学医師会 4 32 262 86 100 484

防衛医科大学校医師会 1 15 18 0 0 34

＊＊＊　総　計　＊＊＊ 3,546 1,188 2,439 301 358 7,832

前月比 -1 4 -4 3 9 11

　　　　　【埼玉県医師会会員区分】
　　　　　　　　Ａ会員：日本医師会Ａ１
　　　　　　　　Ｂ会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ
　　　　　　　　Ｂ特会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ【大学医師会会員】
　　　　　　　　C会員：日本医師会Ａ２C・C

郡市医師会別承認済会員数（令和7年10月1日現在）



     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令7・9. 1~令7. 9. 26 令和7年10月1日報告N0. 1 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分
会貪種別

変更事由1
変更事由2

変更事由3
変更峯由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号
FAX" 番号 備考

7/ 8/ 3

浦和医師会

退会

A1- *退会

死亡 ホシアイシゲル

星合繁

336- 0967   さいたま市緑区美園6 —9—10 一
ほしあい眼科

048- 812- 2266

048- 812- 2088

7/ 9/ 30

浦和医師会

退会

A2B一 退会

退職 研修 マツナカ* サヤカ

松永清- 楓
336- 8522   さいたま市緑区大宇ミー室2460 .

さいたま市立病院
048- 873- 4111

048- 873- 5451

7/ 4/ 1

川口市医師会

入会
一 A2B

小 ヨシタ*サトシ

吉田智史

333- 0833 川口市大字西新井宿180
川口市立医療センター

048- 287- 2525

048- 280- 1566

7/ 8/ 1

川口市医師会

入会
- *  A2C一

研修 タタ* アュミ

多田あゆみ

333- 0833 川口市大字西新井宿180
川口市立医療センター

048- 287- 2525

048- 280- 1566

7/ 8/ 1

川口市医師会

異動

A1- *  B

会員区分変更

廃業B

小 オオカワラチヨコ
大河原千代子

334- 0001 川口市桜町5_1—4
大河原医院

048- 281- 0150

7/ 8/ 15

川口市医師会

入会

―A2B

小 アオヤママイ

青山舞

333- 0834 川口市安行領根岸3180
イオンモール川口3階

医) 社団ナイズ
キャップスクリニック川口

048- 229- 8156

048- 229- 8157

7/ 3/ 31

大宮医師会

退会
  C —退会

その他 研修' カワゲチリヨウタ
河口僚太

330- 8503 さいたま市大宮区天沼町1 一847
自治医科大学附属さいたま医療センター

048- 647- 2111

048- 648- 5166

必要性を
感じない

7/ 3/ 31

大宮医師会

退会
  A2B 退会

その他

内

ミナトマサヤ

湊昌也

330- 0804 さいたま市大宮区堀の内町2 — 564 医) 大町会
夢眠ホスピタルさいたま

048- 686- 2251

048- 685- 5570

法人変更

7/ 6/ 13

大宮医師会

入会

―A2B

内

ミナトマサヤ

湊昌也

330- 0804 さいたま市大宮区堀の内町2 — 564 医) 大町会

夢眠ホスピタルさいたま

048- 686- 2251

048- 685- 5570

7/ 7/ 31

大宮医師会

退会

A2B ―退会

退職   内消内

外：肛
コ八* ヤシトシナリ

小林利成

330- 0856 さいたま市大宮区三楢1- 1173 医) 明浩会
西大宮病院

048- 644- 0511

048- 647- 4876

7/ 9/ 1

大宮医師会

入会

―A1

泌 ナカ*クラカス*タケ
永倉一武

337- 0002 さいたま市見沼区春野2- 1〇- 25
聖踏プライムコート東大宮1F

医) 財団聖蹟会
聖蹟プライムクリニック

048- 682- 6622

048- 682- 6621

7/ 9/ 1

大宮医師会

異動
  B 一 A2B

会員区分変更   内循内 トオイサトル

遠井悟

331- 0052 さいたま市西区三橋6- 1091- 1 医) 社団敬天会
すずき内科消化器科

048- 620- 4303

048- 625- 6678

7/ 4/ 1

川越市医師会

異動

A1―A2B

会員区分変更

管理者交代

  内脳内

脳外，
スス*キチt o
鈴木千尋

350- 1175 川越市笠幡2〇82 医) 千清会
鈴木脳神経外科

049- 233- 7701

049- 233- 7400

7/ 4/ 1

川越市医師会

異動
  B ― A1

会員区分変更

管理者交代

  内脳内

脳外|
スス* キカイマ

鈴木海馬

350- 1175 川越市笠幡2〇82 医) 千清会

鈴木脳神経外科

049- 233- 7701

049- 233- 7400

7/ 9/ 1

川越市医師会

異動

A1―A2B

  アレ 皮 カナモリヨシコ

金森佳子

350- 0041 川越市六軒町2—10 —3 一医) 社団貴水会
やまぶきクリニック

049- 228- 2112

049- 228- 2252

7/ 9/ 1

川越市医師会

入会

A1

  内脳内 ヨシタ*  ノリヒト
吉田典史

350- 0041 川越市六軒町2- ・10 — 3 一医) 社団貴水会
やまぶきクリニック

049- 228- 2112

049- 228- 2252

7/ 9/ 1

川越市医師会

入会
一 B

  内呼内 ミカミシンタロウ

三上慎太郎

350- 1175 川越市笠幡3724- 6 医) 社団誠弘会
池袋病院

049- 231- 1552

049- 233- 2075

7/ 9/ 1

川越市医師会

退会

A2B一 退会

医師会の異動 小 ウチダヒテ* 才

内田英夫

350- 1137 川越市砂新田2 — 8 — 6 医) 川育会
おぜきこどもクリニック

049- 242- 8888

049- 242- 8889

7/ 9/ 30

川越市医師会

退会
  B - 退会

退職 消内消外 ウチダタカユキ

内田隆行

350- 0034 川越市仙波町2 — 9 一2 医) 財団献心会

川越胃腸センター・クリニック

049- 225- 6888

049- 225- 6744

7/ 6/ 27

熊谷市医師会

退会

A1- *退会

死亡   内消内
  外消外

サトウシゲル

佐藤茂

360- 0845 熊谷市美土里町3—136 医) 社団鉱智会
籠原病院

048- 532- 6717

048- 533- 3569

7/ 8/ 1

熊谷市医師会

異動

  A2B A1

会員区分変更

管理者交代

  内循内 フクシマユウイチ

福島祐一

360- 0845 熊谷市美土里町3—136 医) 社団鉱智会
籠原病院

048- 532- 6717

048- 533- 3569

7/ 9/ 1

熊谷市医師会

入会
―A2B

内

イケタ*ユウキ

池田裕樹

360- 0811 熊谷市原島935- 1 医) 杏樹会
池田内科眼科クリニック

048- 520- 2900

048- 520- 2902

7/ 5/ 13

所沢市医師会

異動
A1 一巳

会員区分変更

廃業B

  内心内 ヨシオカマサナオ

吉岡賢尚

359- 0047 所沢市花固2 — 2351- 18 - 医）

吉岡クリニック

04- 2933- 9135

04- 2942- 3164

7/ 8/ 22

所沢市医師会

入会
- *  B

内

ヒロセタクミ

廣瀬匠

359- 1152 所沢市北野3—1- 11 医) 啓仁会
所沢ロイヤル病院

04- 2949- 3385

04- 2949- 7872

7/ 5/ 27

北足立郡市医師会

退会
A2B一 退会

死亡   内消内

  外皮

サ仆ウシュウゾ

斎藤脩司

365- 0076 鴻巣市本宮町1一11 一医) 社団愛光会
斉藤内科胃腸医院

048- 541- 4345

048- 543- 3915

7/ 9/ 30

北足立郡市医師会

退会

  B —退会

退職 整外 ミカミタケヒコ

三上武彦

363- 0008 桶川市坂田1726 医) 財団聖蹟会
埼玉県央病院

048- 776- 0022

048- 772- 1661

7/ 9/ 20

上尾市医師会

退会
  B —退会

退職

内

マツイアツシ

松井淳

362- 0035 上尾市仲町1 一8 — 33 医) 藤仁会
藤村病院

048- 776- 1111

048- 776- 1768

令7.9.30



     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令7一9. 1~令7. 9. 26 令和7年10月1日報告No. 2 日本医朗i 会用
年月日

所属医師会

変更区分
会員#別

変更事由1
変更*事由2

変更事由3
変更事由4

変更事由5
変更事由6

診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関
電話番号
FAX番号

備考

7/ 3/ 31

草加八潮医師会

退会

A1一退会

退職   内麻
救急

ワキタマナミ
脇田真奈美'

340- 0822   八潮市大薄6- 9- 7
hKビル6階602号室

医) 社団碧水会
八̂| 駅前在宅クリニック

048- 954- 5508

048- 954- 5509

7/ 4/ 1

さいたま市与野医師会

入会

一 A2C

研修 イワサキエリ

岩崎絵莉

330- 8553 さいたま市中来区新都心1—5
さいたま赤十字病院

048- 852- 1111

048- 852- 3120

7/ 4/ 1

さいたま市与野医師会

入会

- B

救急 タカミアキヒデ

高見昂秀

330- 8553 さいたま市中央区新都心1 一5
さいたま赤十字病院

048- 852- 1111

048- 852- 3120

7/ 10/ 1

さいたま市与野医師会
入会

A1

小 スがイタロウ

須貝太郎

338- 0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1027番地
与野フードセンタービル4階

医) 社団ナイズ
キャップスクリニック4野

048- 755- 9581

048- 755- 9582

7/ 8/ 3

入間地区医師会

異動
A2B - *  A1

会員区分変更

管理者交代

  内消内 オタ' トモコ

小田智子

358- 0014 入間市宮寺2417 医) 一晃会

小林病院

04- 2934- 5121

04- 2934- 3001

7/ 9/ 8

入間地区医師会

入会
一 A2C

脳内 ササキユリカ
佐々木友里香

358- 0001 入間市向曝台2— 1—4
自衛隊入間病院

04- 2955- 7440

04- 2955- 7445

7/ 7/ 31

飯能地区医師会

退会

  B —退会

その他 内 呼内

外 呼外

ヤマハタタケシ

山畑健

350- 1254 日高市久保278—12 医) 和会
武蔵台病院

042- 982- 2222

042- 982- 0636

職場移動
につき

7/ 9/ 9

飯能地区医師会

退会
  B - 退会

退職

眼

ツホカチテツロウ
壷内鉄郎

357- 0023 飯能市岩沢283 — 5 医) 社団東飯会
東飯能眼科

042- 975- 2525

042- 975- 2526

7/ 8/ 1

東入間医師会

異動
A1―B

会員区分変更

廃業B
内（小 イタクラタかン

板倉隆

356- 0051 ふじみ野市亀久保3- 12- 36 一医) あすなろ会

板倉医院

049- 261- 0234

049- 264- 7391

7/ 3/ 31

秩父郡市医師会
退会

  B 退会

その他

内

イシシ*マタカミ
石嶋貴

368- 0025 秩父市桜木町8- 9
秩父市立病院

0494- 23- 0611

0494- 23- 0650

異動

7/ 6/ 12

秩父郡市医師会
退会

  A2B 退会

死亡 モトスネヤイクオ

本強矢郁夫

369- 1871 秩父市下影森871- 1
本強矢整形外科医院

0494- 24- 7615

0494- 23- 3348

7/ 8/ 1

本庄市児玉郡医師会

入会

―A1

  内循内 ナカムラマサヒコ

中村政彦

367- 0030 埼玉県本庄市早稲田の杜2丁目1番1号
ともにかんがえるクリニック

0495- 71- 4781

0495- 71- 4782

7/ 10/ 1

深谷寄居医師会
異動

A1 一 A2B

会員区分変更   内皮
泌

フシ* ムラケイ

藤村敬

366- 0818 深谷市董壜302— 1 一医）

台坂クリニック

048- 573- 1226

048- 574- 8877

7/ 4/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

―A2B

  内循内 イワサキツカサ

岩崎司

346- 0106 久喜市酋蒲町苗蒲618 - 医）

岩崎医院

0480- 85- 6800

0480- 85- 6800

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会
一 A2B

  内糖内 ヤマキ*シヒロフミ

山岸浩史

346- 0003 久喜市久喜中央2 —2 — 28  医）

新井病院

0480- 21- 0070

0480- 23- 5338

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

C

研修 アカ/ \*ユウタ

赤羽佑太

346- 8530 久喜市上早見418 —1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

一 C

研修 オイカワキヨウヘイ

及川恭平

346- 8530 久喜市上早見418— 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

 ―C

研修 オオウチタ*ユツ*キ
大内田優月

346- 8530 久喜市上早見418— 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

一 C

研修 カンダレオ

神田玲於

346- 8530 久喜市上早見418 —1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会
- *  C

研修 キムラリヨウスケ

木村綾佑

346- 8530 久喜市上早見418— 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

一 C

外

コトウダマサシ

小藤田真士

346- 8530 久喜市上早見418- 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

一 C

研修 サトウカス* キ

佐藤和希

346- 8530 久喜市上早見418一1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会
—C

研修 ナか/ マヒロム
中島紘夢

346- 8530 久喜市上早見418— 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

一 C

研修 フyイヒデユキ

藤井秀行

346- 8530 久喜市上早見418- 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

C

研修 ワタナへ* ユウト

渡邊悠斗

346- 8530 久喜市上早見418— 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

南埼玉郡市医師会

入会

一 B

脳外 フシ* ムラハルト

藤村陽都

346- 8530 久喜市上早見418— 1 医) 社団埼玉巨樹の会

新久喜総合病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 30

南埼玉郡市医師会

退会

  B ―*退会

その他 消外 スキ* タヒサノリ
杉田久記

340- 0203 久喜市桜田2 — 6- 5 医) 三和会
東鷲宮病院

0480- 58- 2468

0480- 58- 9580

諸事情の
ため

令7.9.30



     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令7. 9. 1~令7. 9. 26 令和7年10月1日報告No. 3 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分
会員別

変更事由1
' 変更事由2

変更事由3
変更事由4

変更事由5
変更事由6

診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関
電話番号
FAX番号

備考

7/ 9/ 1

南埼玉郡市医師会
入会

B

救急 テシカ* ハラかンノブ
勅使河原勝伸

346- 8530 久喜市上早單418— 1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久>総合病院一

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 9/ 1

南埼玉郡市医師会
入会
一 A1

  内循内 フクイタカヒロ

福井貴弘

346- 0016   久賽市久賽東2 — 35 — 5 一
M&Mビル1階

医) 社団尽徳会
県西在宅クリニック久 く駅前

0480- 53- 6738

0480- 53- 6278

7/ 9/ 30

南埼玉郡市医師会

退会

  B - 退会

退職

外

イワモトカス* ツグ
岩本一亜

346- 8530 久>市上早見418 —1 医) 社団埼玉巨樹の会
新久W総会病院

0480- 26- 0033

0480- 44- 8026

7/ 8/ 1

越谷市医師会

入会
一 B

呼内アレ ヨシオカヒロシゲ

吉岡弘鎮

343- 8555 越谷市南越谷2— 1 一50
摘協医科大学埼玉医療センター

048- 965- 1111

048- 965- 1127

7/ 8/ 31

越谷市医師会

退会

  B —退会

医師会の異動   内りウ ナかン* 7シホコ

中峨志穂子

343- 0032 越谷市袋山560 順天堂大学医学部附属
順天堂越谷病院

048- 975- 0321

048- 975- 0018

7/ 9/ 16

越谷市医師会

入会

―A1

眼 ヤマダユウイチ

山田裕一

343- 0845 埼玉県越谷市南越谷1- 19- 1
LOG’  S南越谷4F なんこし眼科・ペインクリニック

048- 940- 3133

048- 940- 3133

7/ 9/ 16

越谷市医師会

退会
  B - 退会

退職 消内 オオサワヒロユキ

大澤博之

343- 0828 埼玉県越谷市レイクタウン8- 7- 7
越谷レイクタウン駅前

048- 988- 5535

048- 988- 5538

7/ 9/ 25

越谷市医師会

入会

B

  リウ 整外

リハ

サイゴウタカアキ

西郷峻瑛

343- 0845 埼玉県越谷市南越谷4- 11- 5
トラビ南越谷4F

医) 裕里会
西郷整形外科リハビリクリニック越谷院

048- 961- 8156

048- 961- 8157

7/ 5/ 9

岩槻医師会

退会

  B - 退会

退職 循内 カメヤマミサコ

亀山美佐子

339- 8521 さいたま市岩槻区本町2- 10- 5 医) 慈正会
丸山記念総合病院

048- 757- 3511

048- 756- 6061

7/ 9/ 2

岩槻医師会

入会

一 B

  内泌 マユミショウサ*ブロウ

眞弓翔三朗

339- 0067 さいたま市岩槻区西町1一1- 26
ヒューマンスクエア岩槻プレミアムタワー202

医) 社団誠眞会
眞弓循環器科クリニック

048- 790- 1611

048- 790- 1612

7/ 7/ 31

三郷市医師会

退会
A2B ―退会

退職   内循内 ナミキアツシ

並木温

341- 0026 三郷市中央4- 5- 1 医) 社団愛友会
三郷中央総合病院

048- 953- 1321

048- 952- 7279

7/ 8/ 15

三郷市医師会

入会

―A2B

ニタマサミ

仁田まさみ

341- 0026 三郷市中央4- 5- 1 医) 社団愛友会
三郷中央総合病院

048- 953- 1321

048- 952- 7279

7/ 7/ 31

埼玉医科大学医師会

退会

  B —退会

退職

内

フシ、ヒロタカ

藤井広隆

350- 1298 日高市山根1397- 1
埼玉医科大学国際医療センター

042- 984- 4111

042- 984- 0432

7/ 8/ 31

埼玉医科大学医師会

退会

  B ―退会

医師会の異動 産婦 ヤへ*シンイチロウ

矢部慎一郎

350- 8550 川越市鴨田1981
埼玉医科大学総合医療センター

049- 228- 3400

049- 226- 5274

7/ 9/ 1

埼玉医科大学医師会

入会

一 B

小 カワモトケンタ

川本健太

350- 8550 川越市鴨田1981
埼玉医科大学総合医療センター

049- 228- 3400

049- 226- 5274

7/ 9/ 1

埼玉医科大学医師会

入会

 ―B

産婦 タカムラマサシ

高村将司

350- 0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38
埼玉医科大学病院

049- 276- 1111

049- 294- 8222

7/ 9/ 30

埼玉医科大学医師会

退会

  B - 退会

退職

内

マエサキシゲフミ

前崎繁文

350- 0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38
埼玉医科大学病院

049- 276- 1111

049- 294- 8222

越谷レイクタウン駅前胃と大腸の消化器内科内視鏡・肛門クリニック

令7.9.30



令和７年度  女性医師懇談会 
 

１．日時 令和７年９月６日（土）午後５時～ 
２．場所 ロイヤルパインズホテル浦和 
     ３Ｆ プラチナルーム 

  さいたま市浦和区仲町２-５-１ 
 

司会進行 埼玉県医師会常任理事 松山 眞記子 

開  会 

挨  拶    埼玉県医師会 会長   金井 忠男 

埼玉県保健医療部長   縄田 敬子 

発  表 

 「医師 10年目までのキャリア形成と今後」 

     国立研究開発法人 

国立成育医療研究センター  松山 茉衣 
 
 

 

埼玉医科大学病院 研修医  山下 里彩子 

              池野 翔大 

 

 

＜ フリートーク ＞ 

 

 

 

 閉  会    埼玉県医師会 副会長  水谷 元雄 

 

 

※ 終了後（午後６時頃～）懇親会 会場：３Ｆ ゴールドルーム 

松山常任 竹並理事



 
令和７ 年度関東甲信越医師会連合会医師会共同利用施設分科会次第 

  
日時 令和７ 年９ 月２ ７ 日（ 土）  

場所 神奈川県総合医療会館（ Ｗｅ ｂ 会議主会場）  

 

 【 都県医師会代表者会議】 書面開催          （ １ ３ ： ０ ０ ～１ ３ ： ４ ５ ）  

 

 【 全体協議会】（ １ ４ ： ０ ０ ～１ ７ ： １ ５ ）  

 

１ ． 開  会                              神奈川県医師会副会長  恵比須   享 

２ ． 挨  拶                                 神奈川県医師会会長   鈴 木 紳一郎 

  ３ ． 祝  辞                                                                   .  

  ４ ． 都県医師会代表者会議報告                                                   .  

  ５ ． 事例報告（ １ ４ ： ３ ０ ～１ ６ ： ０ ０ ）                                          .  

座長 神奈川県医師会副会長  宮 川 弘 一 

    テーマ：「 神奈川県における 共同利用施設等の活動事例」  

 

   （ １ ）「 神奈川県在宅医療ト レ ーニングセンタ ーの取組みについて」  

                    講師 神奈川県医師会理事  磯 崎 哲 男 

   （ ２ ）「 横須賀市救急医療センタ ーの取組み」  

                      講師 横須賀市医師会会長  高 宮   光 

   （ ３ ）「 公益社団法人藤沢市医師会立湘南看護専門学校の沿革・ 取組み・ 現状について」 

講師 藤沢市医師会理事／湘南看護専門学校統括監  赤 見 恵 司 

   （ ４ ） 総合討論  

 

    （ ５ ） 総括                                日本医師会常任理事  黒 瀬   巌 

 

― 休 憩 ― 

 

  ６ ． 特別講演（ １ ６ ： １ ０ ～１ ７ ： １ ０ ）  

座長 神奈川県医師会会長   鈴 木 紳一郎 

 

演  題 「 幻の中世都市・ 鎌倉」  

                   講師 東京大学史料編纂所教授   高 橋 慎一朗 

 

７ ． 次年度当番県医師会挨拶 

８ ． 閉  会.                神奈川県医師会副会長   笹 生 正 人 

登坂常任 田原理事



2025年12月

埼玉県医師会の皆さ ま へ

ク レ ーム対応費用保険
のご案内

クレーム対応費用保険は費用・利益保険普通保険約款に医療業務妨害行為対応費用保険特約条項および
各種特約をセットしたものです。

も し 、 ク レ ーム行為（ ※） によ り 診療が阻害さ れたら ‥
（ ※） ク レ ーム行為と は、 被保険者（ 保険の補償を受けら れる 方） が日本国内で行った記名被保険者の

業務に対し て、 他人が被保険者に暴行、 脅迫、 強要、 威力、 セク シャ ルハラ ス メ ント 、 不退去、
偽計、 風説の流布を行う こ と をいいま す。

①専門相談窓口への無料相談サービス
ク レ ームコ ンシェ ルサポート メ ンバーがク レームに関する ご相談や対応方
法など 解決に向けた各種アド バイ ス を実施し 、 ク レ ームの速やかな解決を
支援し ま す。
＊ご利用は本保険の被保険者のみと なり ま す。

ク レ ームコ ンシェ ルと は、
ク レ ーム行為に関する

ご相談窓口です。

②弁護士委任し た場合の費用補償

相談料 報酬金 訴訟費用 着手金 など

①＋②で解決をサポート する 保険です。

●申込締切日: ２ ０ ２ ５ 年１ ０ 月３ １ 日（ 金）

●保険期間 : ２ ０ ２ ５ 年１ ２ 月１ 日午後４ 時から ２ ０ ２ ６ 年１ ２ 月１ 日午後４ 時ま で

埼玉県医師会
引受保険会社 損害保険ジャ パン株式会社

髙木常任



専門相談窓口である ク レ ームコ ンシェ ル（ 付帯サービス ） の利用は年々
増加し ており 、 ク レ ーム相談に対する ニーズは年々高ま っていま す。

◆患者が「 注射し てく れる ま で帰ら ない」 と 診察室で仰向けになり 、 次の患者が入れない状況になった。
＜不退去罪＞

診療に関する も の

◆待ち時間が長 いこ と に腹を立てた患者が、 受付カウ ンタ ー越し に職員の肩をつかんで罵倒し た。
＜威力業務妨害＞

待ち時間に関する も の

◆医学的に根拠のない内容の診断書を書く よ う に脅さ れ拒否し たと こ ろ、 毎日診療所へ押し かけ「 大声
を出す」 「 居座る 」 など の業務妨害を受けた。
＜威力業務妨害＞

診断書に関する も の

◆女性看護師や女性事務職員数名に待合室や廊下など ですれ違い時に抱き つく 等、 問題行動が再三続け
ら れた。
＜公然わいせつ罪＞

セク ハラ ・ ス ト ーカーに関する も の

◆他の患者の前で「 ヤブ医者だ」 と 罵倒さ れた。 イ ンタ ーネッ ト で書き 込みさ れ風評被害が発生し た。
＜侮辱罪＞

その他

医療機関における ク レ ーム対応の状況

想定さ れる 主なク レ ーム事例

(出典: 損害保険ジャ パン調べ 2025年6月1日現在)

①



ク レ ーム対応費用保険の概要

①ク レ ーム対応に関する 専門相談窓口へ、 無料相談が可能!

◆ ク レ ーム対応費用保険の特長

②専門相談窓口が当事者間での解決困難と 判断し た事案は、 弁護士費用を補償!

◆ こ の保険にご加入いただける 方は・ ・ ・

・ 埼玉県医師会の会員

相談料、 着手金、 報酬金、 手数料、 訴訟費用、 その他弁護士が委任事務処理を 行う う えで
必要な費用

※日当、 顧問料は含ま れま せん。

◆ 無料相談対象者、 弁護士費用の被保険者は・ ・ ・

・ 埼玉県医師会の会員
・ 埼玉県医師会の会員が開設する 医療機関の役員、 使用人およ びその業務の補助者
・ 埼玉県医師会の会員が理事長 と なっ ている 医療法人ま たは管理者と なっている

医療施設の役員、 使用人およ びその業務の補助者

◆ 対象と なる ク レ ーム行為と は・ ・ ・

被保険者に対し て、 行われる 下記の行為

・ 暴行 ・ 脅迫 ・ 強要 ・ 威力 ・ セク シャ ルハラ ス メ ント
・ 不退去 ・ 偽計、 風説の流布

◆保険金をお支払いでき ない主な場合（ 免責事由）

以下の事由によ り 発生し た費用はお支払いでき ま せん。

①保険契約が初年度契約である 場合において、 保険期間の開始時よ り 前に被保険者がク レ ーム 行為を 被っ た場合、 ま たは
被る おそれのある こ と を 知っ ていた場合も し く は知っ たと 合理的に推定さ れる 場合

②こ の保険契約が継続契約である 場合において、 初年度契約の保険期間の開始時よ り 前に被保険者がク レ ーム 行為を 被っ
た場合、 ま たは被る おそれのある こ と を 知っ ていた場合も し く は知っ たと 合理的に推定さ れる 場合

③次のアま たはイ に掲げる 者の故意も し く は重大な過失ま たは法令違反によ っ て生じ た損害。 ただし 、 イ に掲げる 者の故
意も し く は 重大な過失ま たは法令違反によ っ て損害が生じ た場合において、 他の者が受け取る べき 金額については、 こ
の規定を 適用し ま せん。

ア． 保険契約者、 被保険者ま たはこ れら の者の法定代理人
イ ． 保険金を 受け取る べき 者ま たはその法定代理人でアに掲げる 者以外の者

④戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他こ れら に類似の事変ま たは暴動
⑤地震、 噴火ま たはこ れら によ る 津波
⑥核燃料物質ま たは核燃料物質によ っ て汚染さ れた物の放射性、 爆発性その他の有害な特性ま たはこ れら の特性によ る 事

故
⑦被保険者の故意も し く は重大な過失ま たは法令違反によ っ て生じ た損害
⑧ク レ ーム 行為を 行っ た者に対し て、 被保険者が損害賠償請求を 行う こ と によ っ て生じ た損害
⑨ク レ ーム 行為を 行っ た者に対し て、 被保険者の債権を 回収する こ と によ っ て生じ た損害
⑩医師賠償責任保険契約によ り 保険金が支払われる べき 損害
⑪美容を 唯一の目的と する 医療によ っ て生じ た損害
⑫所定の免許を 有し ない者（ 所定の許可を 有する 臨床修練外国医師ま たは臨床修練外国歯科医師を 除き ま す。 ） が遂行し

た医療によ っ て生じ た損害 など

②



【 損保ジャ パン】

ク レ ーム対応費用保険の概要（ 続き ）

◆ も し 、 ク レ ーム行為に遭ったら ‥

医療機関

ク レ ーム行為者

ク レ ーム
行為

相談

対応

アド バイ ス

弁護士
委任

法的対応

対応費用を
保険金と し て

お支払い

【 当事者間での解決が困難なケース 】

ご相談
は無料

【 オペレ ータ ー】
株式会社プラ イ ム アシス タ ン ス

【 弁護士】
医療係争の分野に長 けた弁護士が常駐し ており ま す。

STEP１

・ 対象のク レ ームが発生し た場合、 専門相談窓口にご相談く ださ い。
・ ク レ ーム応対のプロ が対応方法についてアド バイ ス をさ せていただき ま す。

STEP２

・ 専門相談窓口が当事者間での解決困難と 判断し た案件については、 弁護士
への委任をお勧めさ せていただき ま す。

・ 弁護士の対応に係る 費用は保険金と し てお支払いする こ と が可能です。

専門家に相談!

弁護士に対応依頼!

※受付時間: 平日の午前1 0時から 午後6時ま で
※ご 利用は本保険の被保険者のみと なり ま す。

お電話の際にはご 契約状況がわかる 加入者証を お手元にご 用意く
ださ い。

専門相談窓口
【 ク レ ームコ ンシェ ル】

・ ク レ ーム コ ン シェ ル内弁護士から は、 一般的な法律相談や法制度上の助言を さ せていただき ま す。
し たがっ て、 個別具体的な法的な助言は行っ ており ま せん。

・ ク レ ーム コ ン シェ ル内弁護士と のご 相談時間は１ ５ 分ま でと さ せていただき ま す。
・ 保険契約前に発生し ている ク レ ーム や、 患者さ ま の身体障害に関する 賠償請求など 医師賠償責任保険での対応と

なる 相談は対象外です。
・ 医療事故等の場合は、 医師賠償責任保険のご加入窓口にご 連絡を お願いし ま す。

注意

注意 ・ 弁護士費用を 保険金と し てお支払いする のは、 専門相談窓口に支援を 要請し 、 損保ジャ パン が承諾し た場合のみ
と なり ま す。

S TEP１

S TEP２

③



本保険の対象（ 弁護士費用）

※医師賠償責任保険の対象と なる ク レーム・ 事故につき ま し ては、 ご所属の医師会にご連絡く ださ い。

【 医師賠償責任保険と の関係】

ク レ ーム行為

が発生

ク レ ーム行為

が発生
医療行為以外に

対する ク レ ーム

医療行為以外に

対する ク レ ーム

医療行為に

対する ク レ ーム

医療行為に

対する ク レ ーム

上記以外の場合上記以外の場合

身体・ 財物損害を

原因と する ク レ ーム

身体・ 財物損害を

原因と する ク レ ーム

上記以外の場合上記以外の場合

身体障害を

原因と する ク レ ーム

身体障害を

原因と する ク レ ーム

医師賠償責任保険

（ 施設特約） にて対応（ ※）

医師賠償責任保険

（ 施設特約） にて対応（ ※）

本保険の対象（ 弁護士費用）

医師賠償責任保険

（ 医師特約） にて対応（ ※）

医師賠償責任保険

（ 医師特約） にて対応（ ※）

◆ 保険金額と 年間保険料

保険金額（※）
自
己
負
担
額

縮
小
支
払
割
合

年間保険料（一括払）

１事故 期間中 診療所（注）

病院（注）

100床未満
100床以上

～500床未満
500床以上

100万円 300万円 1万円 90% 20,000円 80,000円 100,000円 120,000円

保険期間１ 年、 一括払

お支払いする 保険金 ＝ （ 弁護士から の請求費用 － 自己負担額１ 万円） × ９ ０ ％

※弁護士から のご請求費用と お支払いする 保険金の差額は、 お客さ ま 自身でのご負担と なり ま す。

◆お申込方法

②下記 振込先に保険料をお振込みください。

埼玉りそな銀行 さいたま営業部 普通 ０ ０ ５ ２ ３ ９ ７ 一般社団法人 埼玉県医師会

① （ 新規ご加入の場合）

加入依頼書に必要事項をご記入の上、埼玉県医師会へご返送または、FAXにてお申込ください。

（ 継続の場合）

病院区分や代表者名等、変更があれば、加入依頼書を訂正のうえ、提出ください。訂正がなければ

加入依頼書のご提出は不要です。

【FAX番号】０ ４ ８ －８ ２ ２ －８ ５ １ ５

締切日 2 0 2 ５ 年1 ０ 月３ １ 日（ 金） ※左記締切日までに加入依頼書のご提出と
保険料の振り込みをお願いいたします。

（注）１施設あたりの保険料です。

④



こ の保険のあら ま し （ 契約概要のご説明）

こ の保険から 脱退（ 解約） さ れる 場合は、 ご 加入窓口の埼玉県医師会ま でご 連

絡く ださ い。
中途脱退

埼玉県医師会の会員加入対象者

・ 埼玉県医師会の会員
・ 埼玉県医師会の会員が開設する 医療機関の役員、 使用人およ びその業務の補助者
・ 埼玉県医師会の会員が理事長 と なっ ている 医療法人ま たは管理者と なっ ている 医

療施設の役員、 使用人およ びその業務の補助者

被保険者

2 025年12月1日午後４ 時から 2026年12月1日午後４ 時ま でと なり ま す。保険期間

一般社団法人 埼玉県医師会保険契約者

こ の商品は費用・ 利益保険普通保険約款に医療業務妨害行為対応費用保険特約

条項およ び各種特約を セッ ト し たも のです。
商品の仕組み

引受条件（ 保険金額等） 、 保険料は本パン フ レ ッ ト に記載し ており ま すので、

ご 確認く ださ い。

引受条件（ 保険金額等） 、

保険料、 保険料払込方法等

2025年10月31 日 （ 金）申込締切日

添付の加入依頼書に必要事項を ご 記入のう え、 FAXにて埼玉県医師会ま でお申込

く ださ い。 保険料は、 指定の口座へのお振込みと なり ま す。 （ 一括払）
ご 加入方法

中途加入

保険期間の中途でのご加入は、 毎月、 受付を し ていま す。 その場合の保険期間は、

毎月20日ま での受付分は受付日の翌月1 日（ 20日過ぎの受付分は翌々月1日）

から 202 6年12月1日午後４ 時ま でと なり ま す。

保険料のお支払方法については別途ご案内し ま す。

ご加入に際し て特にご確認いただき たい事項や、 ご加入者にと って不利益になる 事項等、 特にご注意いただき たい事項

を記載し ていま す。 ご加入になる 前に必ずお読みいただき ま すよ う お願いし ま す。

⑤



7補償の内容【 保険金をお支払いする 主な場合と お支払いでき ない主な場合】

保険金をお支払いでき ない主な場合

保険金を 支払う 損害は、 被保険者が第三者から のク レ ーム 行
為を 被っ た 場合に、 そのク レ ーム 行為を 解決する ために、 弁
護士費用を 被保険者が負担する こ と によ っ て 生じ た損害を 保
険金と し て 支払いま す。 ただし 、 被保険者がク レ ーム 行為を
被り 、 解決が困難な も のであ る と し て 、 被保険者がク レ ーム
コ ン シ ェ ルに支援を 要請し 損保ジ ャ パン が承認し た場合にか
ぎり 保険金を 支払いま す。

保険金をお支払いする 主な場合

次の事由に起因する 損害に対し ては、 保険金を 支払いま せん。
①保険契約が初年度契約である 場合において、 保険期間の開始

時よ り 前に被保険者がク レ ーム 行為を 被っ た場合、 ま たは被
る おそれのあ る こ と を 知っ ていた場合も し く は知っ たと 合理
的に推定さ れる 場合

②こ の保険契約が継続契約であ る 場合において、 初年度契約の
保険期間の開始時よ り 前に被保険者がク レ ーム 行為を 被っ た
場合、 ま たは被る おそれのあ る こ と を 知っ ていた場合も し く
は知っ たと 合理的に推定さ れる 場合

③次のアま たはイ に掲げる 者の故意も し く は重大な過失ま たは
法令違反によ っ て生じ た損害。 ただし 、 イ に掲げる 者の故意
も し く は重大な過失ま たは法令違反によ っ て損害が生じ た場
合において、 他の者が受け取る べき 金額については、 こ の規
定を 適用し ま せん。
ア． 保険契約者、 被保険者ま たはこ れら の者の法定代理人
イ ． 保険金を 受け取る べき 者ま たはその法定代理人でアに掲

げる 者以外の者
④戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱そ

の他こ れら に類似の事変ま たは暴動
⑤地震、 噴火ま たはこ れら によ る 津波
⑥核燃料物質ま たは核燃料物質によ っ て汚染さ れた物の放射性

、 爆発性その他の有害な特性ま たはこ れら の特性によ る 事故
⑦被保険者の故意も し く は重大な過失ま たは法令違反によ っ て

生じ た損害
⑧ク レ ーム 行為を 行っ た者に対し て、 被保険者が損害賠償請求

を 行う こ と によ っ て生じ た損害
⑨ク レ ーム 行為を 行っ た者に対し て、 被保険者の債権を 回収す

る こ と によ っ て生じ た損害
⑩医師賠償責任保険契約によ り 保険金が支払われる べき 損害
⑪美容を 唯一の目的と する 医療によ っ て生じ た損害
⑫所定の免許を 有し ない者（ 所定の許可を 有する 臨床修練外国

医師ま たは臨床修練外国歯科医師を 除き ま す。 ） が遂行し た
医療によ っ て生じ た損害

など

弁護士費用
被保険者が被っ たク レ ーム 行為について、 弁護士に委任する
こ と によ っ て発生する 相談料、 着手金、 報酬金、 手数料、 訴
訟費用およ び偶然な事故に対応する ために要し た実費で、 必
要かつ有益な費用を いいま す。
なお、 顧問料およ び日当は含みま せん。

⑥



8用語のご説明

損保ジャ パン が指定する ク レ ーム行為を 解決する ための相談窓口を いいま す。

【 調査費用】

用語 用語の定義

【 ク レ ーム 行為】 被保険者が日本国内で行っ た記名被保険者の業務に対し て、 他人が被保険者に暴行、 脅迫、
強要、 威力、 セク シャ ルハラ ス メ ン ト 、 不退去、 偽計、 風説の流布を 行う こ と を いいま す。

【 ク レ ーム コ ン シェ ル】

【 実費】 収入印紙代、 郵便切手代、 謄写料、 交通費、 通信費、 宿泊費、 調査費用その他弁護士が委任
事務処理を 行う う えで支払いの必要が生じ た費用を いいま す。

【 訴訟費用】 調停、 審判およ び抗告に要する 費用を 含みま す。

翻訳料、 調査料等の費用を いいま す。

⑦
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■個人情報の取扱いについて
○保険契約者（ 団体） は、 本契約に関する 個人情報を 、 損保ジャ パンに提供し ま す。
○損保ジャ パンは、 本契約に関する 個人情報を、 本契約の履行、 損害保険等損保ジャ パンの取り 扱う 商品・ 各種サービ ス の案内・ 提供、

等を 行う ために取得・ 利用し 、 その他業務上必要と する 範囲で、 業務委託先、 再保険会社、 等（ 外国にある 事業者を 含みま す。 ） に
提供等を 行う 場合があり ま す。
ま た、 契約の安定的な運用を 図る ために、 加入者およ び被保険者の保険金請求情報等を 契約者に対し て提供する こ と があり ま す。 な
お、 保健医療等のセン シティ ブ情報（ 要配慮個人情報を 含みま す。 ） の利用目的は、 法令等に従い、 業務の適切な運営の確保その他
必要と 認めら れる 範囲に限定し ま す。 個人情報の取扱いに関する 詳細（ 国外在住者の個人情報を 含みま す。 ） については損保ジャ パ
ン 公式ウ ェ ブサイ ト （ https://w w w .som po-ja pa n .co.jp/） を ご 覧いただく か、 取扱代理店ま たは損保ジャ パンま でお問い合わせ
く ださ い。

申込人（ 加入者） およ び被保険者は、 こ れら の個人情報の取扱いに同意のう えご 加入く ださ い。

ご加入に際し て、 特にご注意いただき たいこ と （ 注意喚起情報のご説明）

○保険契約にご加入いただく 際には、 ご加入さ れる 方ご本人が署名ま たは記名捺印く ださ い。
○加入依頼書等の記載内容がお客様のご意向に沿っている こ と をご確認く ださ い。

●告知義務（ ご契約締結時における 注意事項）
（ １ ） 保険契約者ま たは被保険者の方には、 保険契約締結の際、 告知事項について、 損保ジャ パン に事実を 正確に告げていただく

義務（ 告知義務） があり ま す。

＜告知事項＞

（ ２ ） 保険契約締結の際、 告知事項について、 故意ま たは重大な過失によ っ て事実を 告げなかっ た場合ま たは事実と 異なる こ と を 告
げた場合には、 ご契約が解除さ れたり 、 保険金を お支払いでき ないこ と があり ま す。

●通知義務（ ご契約締結後における 注意事項）
（ １ ） 保険契約締結後、 以下の事項に変更が発生する 場合、 あら かじ め（ ※） 取扱代理店ま たは損保ジャ パンま でご 通知く ださ い。 ただ

し 、 その事実がなく なっ た場合は、 ご通知いただく 必要はあり ま せん。

（ ※） 加入依頼書に記載さ れた事実の内容に変更を 生じ さ せる 事実が発生し た場合で、 その事実の発生が被保険者に原因がある
場合は、 あら かじ め取扱代理店ま たは損保ジャ パン にご通知く ださ い。
その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、 その事実を 知っ た後、 遅滞なく 取扱代理店ま たは損保ジャ パン にご通知

が必要と なり ま す。 （ ただし 、 その事実がなく なっ た場合は、 損保ジャ パン に通知する 必要はあり ま せん。 ）
（ ２ ） 以下の事項に変更があっ た場合にも 、 取扱代理店ま たは損保ジャ パン ま でご 通知く ださ い。 ご通知いただかないと 、 損保ジャ パ

ン から の重要なご 連絡ができ ないこ と があり ま す。
■ご 契約者（ ご加入者） の住所など を 変更さ れる 場合

（ ３ ） ご通知やご通知に基づく 追加保険料のお支払いがないま ま 事故が発生し た場合、 保険金を お支払いでき ないこ と やご契約が解除
さ れる こ と があり ま す。 ただし 、 変更後の保険料が変更前の保険料よ り 高く なら なかっ たと き を 除き ま す。

（ ４ ） 重大事由によ る 解除等
保険契約者ま たは被保険者が暴力団関係者、 その他の反社会的勢力に該当する と 認めら れた場合など は、 ご 契約を 解除する こ と
や、 保険金を お支払いでき ないこ と があり ま す。

●こ の保険契約では、 こ の保険契約と 同種の保険契約等（ こ の保険契約の全部ま たは一部に対し て支払責任が同じ である 他の保険契約
ま たは共済契約を いいま す。 ） がある 場合に、 責任割合相当分について、 求償権を 行使する 場合があり ま す。

●こ の保険は団体契約であり 、 ク ーリ ングオフ （ ご 契約申込みの撤回等） の対象と なり ま せん。
●ご 契約を 解約さ れる 場合には、 取扱代理店ま たは損保ジャ パン ま でお申し 出く ださ い。 解約の条件によ っ ては、 損保ジャ パン の定め

る と こ ろ によ り 保険料を 返還、 ま たは未払保険料を 請求さ せていただく こ と があり ま す。 詳し く は取扱代理店ま たは損保ジャ パン ま
でお問い合わせく ださ い。

●ご 契約者と 被保険者（ 保険の補償を 受けら れる 方） が異なる 場合は、 被保険者と なる 方にも こ のパン フ レ ッ ト に記載し た内容を お伝
えく ださ い。

●引受保険会社が経営破綻し た場合ま たは引受保険会社の業務も し く は財産の状況に照ら し て事業の継続が困難と なり 、 法令に定める
手続き に基づき 契約条件の変更が行われた場合は、 ご 契約時にお約束し た保険金・ 解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結さ れた
り 、 金額が削減さ れる こ と があり ま す。

●こ の保険については、 ご 契約者が個人、 小規模法人（ 引受保険会社の経営破綻時に常時使用する 従業員等の数が20名以下である 法人
を いいま す。 ） ま たはマン ショ ン 管理組合（ 以下あわせて「 個人等」 と いいま す。 ） である 場合にかぎり 、 損害保険契約者保護機構
の補償対象と なり ま す。

補償対象と なる 保険契約については、 引受保険会社が経営破綻し た場合は、 保険金・ 解約返れい金等の８ 割ま で（ ただし 、 破綻時
から ３ か月ま でに発生し た事故によ る 保険金は全額） が補償さ れま す。

なお、 ご 契約者が個人等以外の保険契約であっ ても 、 その被保険者である 個人等がその保険料を 実質的に負担すべき こ と と さ れて
いる も ののう ち、 その被保険者にかかる 部分については、 上記補償の対象と なり ま す。

損害保険契約者保護機構の詳細につき ま し ては、 取扱代理店ま たは損保ジャ パンま でお問い合わせく ださ い。

●保険会社と の間で問題を 解決でき ない場合（ 指定紛争解決機関）
損保ジャ パンは、 保険業法に基づく 金融庁長 官の指定を 受けた指定紛争解決機関である 一般社団法人日本損害保険協会と 手続実施

基本契約を 締結し ていま す。 損保ジャ パンと の間で問題を 解決でき ない場合は、 一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し 立てを
行う こ と ができ ま す。
【 窓口: 一般社団法人日本損害保険協会「 そんぽＡ Ｄ Ｒ センタ ー」 】 ナビ ダイ ヤル: 0 570-02 2808＜通話料有料＞
＜受付時間＞ 平日: 午前9時15分～午後5時 （ 土･日･祝日･年末年始は休業）

詳し く は、 一般社団法人日本損害保険協会のホームページを ご 覧く ださ い。 （ https://w w w .sonpo.or.jp/）

加入依頼書の記載事項すべて

■加入依頼書の記載事項の変更
＜例＞保険金額等ご契約内容を 変更さ れる 場合 など

⑧
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保険金をご請求いただく 際の留意点

●保険金請求事故が起こ っ た場合は、 ただちに損保ジャ パン ま たは取扱代理店ま でご 連絡く ださ い。
平日夜間、 土日祝日の場合は、 下記事故サポート セン タ ーま でご 連絡く ださ い。
【 窓口: 事故サポート セン タ ー】 ０ １ ２ ０ －７ ２ ７ －１ １ ０

＜受付時間＞平日/午後５ 時～翌日午前９ 時 土日祝日（ １ ２ 月３ １ 日～１ 月３ 日を 含みま す） /２ ４ 時間

※上記以外受付時間外は、 損保ジャ パン ま たは取扱代理店ま でご 連絡く ださ い。

万一、 保険金請求事故が発生し た場合は、 以下の対応を 行っ てく ださ い。 保険契約者ま たは被保険者が正当な理由なく 以下の
対応を 行わなかっ た場合は、 保険金の一部を 差し 引いてお支払いする 場合があり ま す。
１ ． 以下の事項を 遅滞なく 書面で損保ジャ パンま たは取扱代理店に通知し てく ださ い。

・ 事故発生の日時、 場所、 事故の状況、
２ ． 損害の発生およ び拡大の防止に努めてく ださ い。
３ ． 他の保険契約や共済契約の有無およ び契約内容について、 遅滞なく 通知し てく ださ い。
４ ． 上記の１ ． ～３ ． のほか、 損保ジャ パン が特に必要と する 書類（ ※） ま たは証拠と なる も のを 求めた場合は、 遅滞なく 、

こ れを 提出し 、 損保ジャ パンの損害の調査に協力を お願いし ま す。
（ ※） 損保ジャ パン が特に必要と する 書類については、 下記「 事故時に必要と なる 書類」 を ご 確認く ださ い。

●損保ジャ パンは、 被保険者が保険金請求の手続を 完了し た日から 原則、 ３ ０ 日以内に保険金を お支払いし ま す。
ただし 、 以下の場合は、 ３ ０ 日超の日数を 要する こ と があり ま す。
①公的機関によ る 捜査や調査結果の照会 ②専門機関によ る 鑑定結果の照会 ③災害救助法が適用さ れた災害の被災地
域での調査 ④日本国外での調査 ⑤事故の内容や根拠が特殊である 場合

※上記の①から ⑤の場合、 さ ら に照会や調査が必要と なっ た場合、 被保険者と の協議のう え、 保険金支払の期間を 延長 する こ
と があり ま す。

●保険契約者や被保険者が正当な理由なく 、 損保ジャ パン の確認を 妨げたり 、 応じ なかっ た場合は、 上記の期間内に保険金が
支払われない場合があり ま すのでご 注意く ださ い。

＜事故時に必要と なる 書類＞

（ 注１ ） 事故の内容に応じ 、 上記以外の書類も し く は証拠の提出ま たは調査等にご 協力いただく こ と があり ま す。
（ 注２ ） 被保険者に保険金を 請求でき ない事情がある 場合は、 ご親族のう ち損保ジャ パン 所定の条件を 満たす方が、 代理人と

し て保険金を 請求でき る こ と があり ま す。

Ｎ
Ｏ 必要と なる 書類 必要書類の例

①
保険金請求書およ び保険金請求権
者が確認でき る 書類

保険金請求書、 戸籍謄本、 印鑑証明書、 委任状、 住民票 など

② 弁護士委任状 弁護士に対応を 依頼し た際の委任状

⑨



Memo 

⑩



※ 取扱代理店は引受保険会社と の委託契約に基づき ､お客さ ま から の告知の受領、 保険契約の締結・ 管理業務等の代理業務
を 行っ ており ま す。 し たがいま し て､取扱代理店と ご 締結いただいて有効に成立し たご 契約につき ま し ては､引受保険会社
と 直接契約さ れたも のになり ま す｡

※ こ のパン フ レ ッ ト は概要を 説明し たも のです。 詳細につき ま し ては、 ご契約者である 団体の代表者の方にお渡し し ており
ま す約款等に記載し ていま す。 必要に応じ て、 団体ま でご 請求いただく か、 損保ジャ パン 公式ウ ェ ブサイ ト
( h ttps://w w w .som po-ja pa n .co.jp/） でご参照く ださ い（ ご 契約内容が異なっ ていたり 、 公式ウ ェ ブサイ ト に約款・ ご
契約のし おり を 掲載し ていない商品も あり ま す。 ） 。
ご 不明点等がある 場合には、 取扱代理店ま たは損保ジャ パン ま でお問い合わせく ださ い。

※ 加入者証は大切に保管し てく ださ い。 ま た、 １ か月を 経過し ても 加入者証が届かない場合は、 損保ジャ パンま でご照会く
ださ い。

取扱代理店

埼玉メ ディ カル（ 埼玉県医師会）

〒3 30-006 2 埼玉県さ いたま 市浦和区仲町３ －５ －１

TEL048-823-92 30 FAX 048-82 2-8515

受付時間: 平日の午前９ 時から 午後５ 時ま で

引受保険会社

損害保険ジャ パン 株式会社

埼玉中央支店 法人支社

〒330-0854
TEL050-3 798-5791
受付時間: 平日の午前９ 時から 午後５ 時ま で
（ 土･日･祝日･年末年始は､お休みと さ せていただき ま す｡）

問い合わせ先（ 保険会社等の相談・ 苦情・ 連絡窓口）

SJ25-06808 2025/09/04

https://www.sompo-japan.co.jp/

